
令和７年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導

指導及び監査等について
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資料２



■集団指導

指導及び監査について
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目的
〇関係法令・制度の趣旨・目的の周知及び理解の促進

〇報酬の算定要件等の周知による過誤・不正請求の防止 など

対象

指定を受けている全事業者

※県から指定を受けている事業所（施設入所支援、障害児通所支援）に
ついては県の指導対象



■運営指導 ※令和６年度より実地指導から名称変更
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目的

事業所の所在地等において、関係書類の閲覧と聞き取りを行うこ
とにより、「サービスの質の確保と向上」、「利用者の尊厳の保持
や人権擁護」及び「適正な報酬等の請求等」が図られるように
する。

対象

〇一般指導
全ての指定事業者の中から計画的に実施（原則３年に１回）

〇随時指導
・苦情、通報等があったもの
・市町村から情報提供のあったもの
・過去の指導事項について改善が不十分であり、再度の運営指導
により改善が見込まれるもの



■運営指導実施後の流れ
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適正・概ね適正

改善が必要

結果通知

結果通知

改善報告書

過誤調整※

期限内に改善

期限内に改善できず

完了

完了

再指導

①虐待の疑い
②重大な基準違反の疑い
③サービス内容や介護給付費の請求等に

不正または著しい不当の疑い

※不適切な報酬算定があった場合

監査

④度重なる指導を行っても

改善が行われない



■監査 ①ただちに指定取消等には至らないが、改善が必要と認められる場合
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改善勧告

改善報告書

過誤調整※

期限内に改善

期限内に改善できず

完了

勧告に従わない
改善命令

改善報告書

過誤調整※

期限内に改善

期限内に改善できず

公 示

公 表

相当期間を経た後も改善されない場合は、指定取消等行政処分の対象（②へ）



■監査 ②指定取消等の事由に該当する場合
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指定（登録）取消し

指定（登録）の全部
または一部の効力停止

結果通知

返還額

返還額の確定
加算金の付加

公 示

取消処分により欠格事由該当者となる者
①法人の役員
②その事業所を管理する者（管理者等）

聴聞または
弁明の機会

行 政 処 分



■運営指導の実施方法（令和７年度湯沢市）

①対象事業所への通知（湯沢市→ 事業者）

・運営指導の概ね１か月前までに通知

・「事前調書」及び「自己点検表」の様式を送付

②事前提出資料の提出（事業者→ 湯沢市）

≪提出書類≫事前調書、自己点検表、サービス利用契約書（様式）、

重要事項説明書（様式）、運営規程（様式） 等

・運営指導の２週間前までに提出

③運営指導の実施（湯沢市→ 事業者）

・現地にて帳簿の確認や聞き取りにより実施
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■自己点検の実施について（勧奨）

〇 「自己点検表」には、各点検項目（指定基準等）のほか留意事項が

掲載されており、自己点検を行うことにより、是正が必要な箇所の

発見や基本的な制度内容の理解に役立てていただくことができます。

〇 今年度運営指導の実施対象でない事業所においても、是非とも自己

点検を行い、指定基準を遵守し事業が運営されているか、報酬が適正

に算定されているか等をご確認くださるようお願いします。

（市に提出を求めるものではありません。）
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